
変形労働制について、道教委が市町村教委への説明会を実施

制度を活用すれば、対象期間外も含めて、
年度の時間外勤務の上限は３２０時間に
●時間外在校等時間（時間外勤務）の上限遵守が、制度導入の前提条件

１年単位の変形労働時間制を活用する場合、適用職員の前年度の時間外在校等時間が上限の範囲
内であることが原則であり、学校における職員の状況など学校運営全体を考慮し、適用職員を決定
することとされています。（№119を参照ください）
その上で、制度適用する場合、適用期間中はさらに厳格な上限の範囲内であると見込まれなけれ

ば活用できず、上限を超えた時間外在校等時間が発生すれば直ちに通常の勤務時間に戻す措置をと
らなければなりません。

●制度活用の場合、適用年度１年間の時間外在校等時間の上限は３２０時間

15日に道教委が行った変形労働
制の説明会に示された質疑応答集
には、時間外在校等時間の上限に
ついて、右の表により説明されて
います。
制度の適用期間が短くても、対

象期間外も含めて、適用した年度の１年間の時間外在校等時間の上限は３２０時間となります。月
平均は２６．６時間であり、１日平均は１時間ちょっとです。この上限の範囲内に収まることが見
込まれなければ、制度を適用することができません。

●上限時間の特例の取扱いは極めて限定的で、厳格に区別して運用すること

「時間外在校等時間の上限」の表
には、月１００時間未満、年７２０
時間以内とする「特例」も示されて
います。しかし、この「特例」は、
学校事故等が生じて対応を要する場
合や指導上の重大事案が発生した場
合などに限定されており、例えば修
学旅行等の引率や、日常的な業務が集中しているなどの理由により特例を適用させることはできま
せん。また、出退勤管理システムの運用に当たっては、通常と特例の時間外在校等時間を区別して
管理することとなっています。

変形労働制ではなく、せんせいふやそう！
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